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平成 29 年８月３日 
市 民 生 活 課 

 
Ⅰ 国民健康保険について 

 
 １ 国民健康保険とは 

   国民健康保険は、国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号）に基づき、保険者の疾病や

負傷、出産又は死亡に関して、医療の給付又は医療費等の支給をする公的医療保険です。 
   主に地方公共団体が運営し、被用者保険、後期高齢者医療制度とともに、日本における医

療保険制度の根幹をなすものです。 
   我が国の医療保険制度は、民間のサラリーマン等の被用者を対象とした被用者保険制度と、

自営業者等を対象とした国民健康保険制度とに大きく二分されます。 
   また、高齢者については、後期高齢者医療制度が適用されます。 
   そして、下図のようにすべての国民が何らかの公的医療保険に加入し、お互いの医療費を

支え合う「国民皆保険制度」です。 
 
       
                          健康保険（民間企業の従業員等） 
                  被用者保険   共済組合（公務員等） 
           医療保険           船員保険（船員） 
                  国民健康保険（自営業者等） 
 
    医療保障   後期高齢者医療制度（75 歳以上の高齢者等） 
 
           公費負担医療制度 
           （原爆医療、育成医療、精神医療、生活保護等） 
 
 ２ 現状と課題 

   現在、日本の国民健康保険は全国の市町村が運営し、国民の４分の１にあたる約 3,500
万人が加入しています。 

   加入者は、職業構成の変化とともに年金受給者や非正規雇用者の割合が増加しており、そ

れに伴って保険税収納率も低下しています。その結果、約６割の市町村が、一般会計から繰

り入れをして赤字を埋めており（法定外繰入金）、単年度の国保の繰り入れ総額は 3,500 億

円にまでにのぼっています。 
   また、全市町村のうち約１／４は、加入者数が 3,000 人にも満たない小規模保険者である

ため、高齢化や産業構造の変化等の影響を受け易いうえに、財政的なリスクを分散しにくい

という問題を抱えています。 
   さらに、医療費や保険料（税）の同一県内の市町村間格差も従来から指摘されている課題

で、千葉県（54 市町村）における平成 27 年度１世帯当りの保険料（税）及び１人当たりの

総医療費の格差は 1.4 倍にもなります。 

 日本の医療保障の概要 
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  ※１世帯当りの保険料（税） 
    １位 旭市 199,317 円  54 位 成田市 134,256 円 （40 位 鴨川市 156,488 円） 
   １人当たりの総医療費 
    １位 長南町 405,215 円  54 位 旭市 277,525 円 （ 7 位 鴨川市 348,317 円） 
 
   また、次表のように、構造的な問題を抱えてます。 
   国民医療費の総額は、毎年１兆円を超えるペースで増え続けており、現在の仕組みのまま

では、国民皆保険制度を支えることが難しくなってきている現状です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ３ 鴨川市の現状 

  (１) 加入世帯数及び被保険者数の推移 

     加入世帯及び被保険者数は、毎年減少しています。 
     特に、法改正により平成 28 年 10 月から社会保険の適用が拡大されたことにより、

多くの脱退者がでることとなりました。 
   
 

 

 

 

 

 

 

市世帯数 市人口
（世帯） （世帯） 加入割合 対前年比較 （人） （人） 加入割合 対前年比較

24 #DIV/0! #DIV/0!
25 6,597 #DIV/0! 6,597 11,235 #DIV/0! 11,235
26 16,026 6,523 40.7% △ 74 34,729 10,824 31.2% △ 411
27 16,131 6,463 40.1% △ 60 34,247 10,436 30.5% △ 388
28 16,201 6,174 38.1% △ 289 33,891 9,643 28.5% △ 793

（各年度末現在）

年度
国保加入世帯数 国保被保険者数
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    ※年齢構成（H29.3.31） 

年 齢 被保険者数(人) 割合 

40 歳未満 1,998 20.7% 

40 歳以上  65 歳未満 3,147 32.6% 

65 歳以上 4,498 46.7% 

計 9,643  

 

  (２) 保険税算定方法 

     医療費などの給付の費用に充てる「医療給付費分」、 後期高齢者医療制度を支援する

ための「後期高齢者支援金分」、介護保険の費用に充てる「介護納付金分 （40 歳以上

65 歳未満の方が対象）」、を合計した額を国民健康保険税として納めます。 
     保険税は、月割りで計算します。 
 

 医療分 
（0歳から 74歳） 

支援分 
（0歳から 74歳） 

介護分 
（40 歳から 64 歳） 

課税の基礎 

所得割額 7.0 % 2.3 % 2.0 % 
世帯の 28 年中

総所得金額等に

応じて 

均等割額 22,200 円 11,400 円 13,800 円 
世帯の加入者数

に応じて 

平等割額 27,000 円   一世帯あたり 

課税限度額 54 万円 19 万円 16 万円 合計 89 万円 

    ※所得割額の算出方法 ： 28 年中の総所得金額 － 基礎控除 33 万円 × 税率 
 

 (３) 県内の状況（平成 27 年度・54 市町村） 

 
    ① １世帯当たり保険料(税)   資料１  
      40 位 156,488 円 （市町村平均 159,525 円） 
 
    ② 収納率  資料１  
      17 位 91.61% （市町村平均 89.53%） 
 
    ③ 診療費諸率（国保一般）  資料２  
      ・受診率      45 位   907％  （市町村平均   993％） 
      ・１人当り総医療費  7 位 348,317 円  （市町村平均 317,418 円） 
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Ⅱ 国民健康保険制度改革について 

 
  平成 27 年 5 月 27 日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部

を改正する法律」が成立しました。 
   この法律は、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基

づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、国保を始めとする医療保険制度の

財政基盤の安定化、負担の公平化等の措置を講ずるものです。 
   これにより、平成 30 年度から、次のとおり国民健康保険制度が改革されることとなりまし

た。 
 
 １ 制度改革の概要   資料３  

   現在は市町村が個別に国保運営を行っていますが、平成 30 年度からは都道府県が財政運

営の責任主体となり、市町村とともに国保運営を担うことになります。都道府県は都道府県

内の統一的な運営方針である「国保運営方針」を平成 29 年度末までに定めることとされて

います。 
    そして、市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理（被保険者証の発行など）や保

険料（税）率の決定、保険料（税）の賦課・徴収、保険給付、保健事業など、地域における

きめ細かい事業を引き続き行います。 
 
 ２ 改革後（平成 30 年度～）の国保財政の仕組み   資料４  

   都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとの国保事業費納付金の額の決定や、保

険給付に必要な費用を、全額、市町村に支払う（保険給付費等交付金の交付）ことにより、

国保財政の「入り」と「出」を管理することとなります。 
   そして、市町村は、都道府県が市町村ごとに決定した納付金を都道府県に納付します。 
   納付金の額は、市町村ごとの医療費水準と所得水準を考慮したものとなります。 
 
 ３ 国保事業納付金の算定   資料５  

   都道府県が、都道府県内の保険料収納必要額（医療給付費 ― 公費等による収入額）を、

市町村ごとの被保険者数と所得水準で按分し、それぞれに医療費水準を反映することにより、

市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定します。 
 
 ４ 平成 30 年度施行に向けたスケジュール 
 
     （詳細は、  資料６  ） 
 
 


























